
第1187回教育委員会（定例会）会議録 

 

公 開 

 

１ 日時場所 

令和７年12月23日（火） 午後１時30分 

県庁教育委員会室 

 

２ 出席者 

太田教育長、小林委員、井口委員、三井田委員、松山委員、吉田委員 

（事務局）鶴巻教育次長、小川教育次長、明間総務課長、石黒財務課長、 

佐藤福利課長、川村義務教育課長、頓所高等学校教育課長、 

石山生徒指導課長、庭野生涯学習推進課長、志田保健体育課長、 

外山教育センター所長、総務課企画主幹、総務課長補佐、 

総務課総務係長、総務課総務係主事 

 

３ 開会 

午後１時30分 

 

４ 議事日程の承認 

第1187回教育委員会の議事日程及び議事順序を承認した。 

 

５ 会議録（公開分）の承認について 

第1186回教育委員会（定例会）会議録（公開分）を承認した。 

 

６ 審議議案 

 第35号議案 技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正について 

  事務局から、技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正について説明があり、審議 

の結果、原案どおり可決した。 

 

第37号議案 令和８年度県立高等学校及び県立中学校使用教科用図書の採択について 

  事務局から、令和８年度県立高等学校及び県立中学校使用教科図書の採択について説明 

があり、審議の結果、原案どおり可決した。 

 

７ その他 

(1)  令和７年12月県議会における主な質問・答弁等について 

事務局から、令和７年12月県議会における主な質問・答弁等について報告があった。 

なお、次のとおり質疑、意見等があった。 
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不登校に関して、フリースクールという文言も出ているが、最近

ある団体がスタートアップのプレゼンの募集をしていた。私が聞い

たのは、上越と長岡。それを聞いていると、やっぱり子どもたち対

象の、スタートアップの人たちが増えている。 

民間の方が、別に儲けようということではなく、本当に地域のた

めという話の中で、立ち上げている人が非常に多かった。名目は、

例えばインクルーシブとか不登校とか、非認知能力を高めるとか、

あとはサードプレイスという文言を使いながらやっている。 

私が言いたいのは、安心・安全の部分はやっぱり確保していかな

くてはならない中で、既存の学校とどう共存していくかというとこ

ろの、ネットワークみたいなものがないと、不利益を被るのは子ど

もたちになってくるのではないかなと思っている。 

もう 1 つそこに、クラブの地域移行も絡みながら色々出てきてい

るので、場が変わってきている中で、必ずしも学校だけではないと

いうところの認識は、この文書の中からも見えるが、きちっとやっ

ていかないといけない部分。今回スタートアップのプレゼンを聞い

たときにそう思ったので意見を言わせていただいた。 

 

おっしゃる通りでネットワークづくりのほうが大事かなと、我々

としても考えていて、フリースクールをはじめとする、学校以外

の、いわゆる子どもたちの居場所との意見交換については、現在年

２回、多様な学びに関する関係機関代表者会議というのをやってい

る。6月と 11月にやっているが、そこに現在 45程度のフリースクー

ルの方々が参加をして、意見交換を行っている。 

現状としては、それぞれフリースクールでも目的がまちまちで、

いわゆる学習塾に近いものであったり、その場にいることを優先す

るというような場所があったりして、ニーズや課題もまちまちであ

るというところではあるが、こういうところと意見交換をぜひ活発

にして、今後行政だけではなくて、子どもたちの安心・安全な学び

を築いていくための、いわば土台みたいなものを作っていけたらな

というふうには思っている。 

 

やっぱり 1 つ問題なのは、フリースクールとか、自主夜間中学も

そうだが、所管がどこかというのがこの建物の中でも、あまりはっ

きりしていない。福祉部局、子育て支援なのか、教育なのか。 

教育委員会とすると、学校教育とは外れたところなので、法律上

の権限というか、テリトリーには入らないという、そういう整理に

なってしまう。 

今これだけ不登校が増えて、学びの多様化学校とかそういう場が

大事だと言っているのであれば、そこをしっかりグリップするよう
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な、セクションがあってしかるべきかなと思う。 

それは少し知事部局の方とも相談しなければと思っている。所管

だからといって財政的に支援するとか、そこは違うと思っている

が。 

個人情報の紛失のところは、松山委員、何かコメントがあれば。 

 

私が教育委員になってから、もう何年もずっとＵＳＢの紛失は問

題になっていて、正直このニュースは知らなかったが、まだＵＳＢ

を使っているのですかという感じ。使わないようにして、クラウド

とかにしてしまえばそれで済む話なので。 

 

そうですよね。ＵＳＢに 10 年分のデータを保管してしたというこ

とだが、もともとＵＳＢは保管するものではなく、媒体と媒体をつ

なげるために一時的に使用するツール。それをこういう使い方して

いると私も聞いておや、と思った。 

今おっしゃるようにクラウドなり、クローズされたフォルダもあ

れば、色々なものがあるので、そこを根本的に見直さなければだめ

かなと思う。 

 

それでもやっぱり、ＵＳＢが便利なのか。 

 

ずっとＵＳＢで仕事をしてきて、ＵＳＢ一本で仕事をしているわ

けではなく、担当ごとにＵＳＢが何本もあって、担当者がＵＳＢを

それぞれ持って、最後に統合するというような仕事の進め方をして

いる。 

学校が、そこを新しい仕組みに変えるということにチャレンジで

きていないのかなと思う。 

 

ＵＳＢを持ち寄ってデータを合体するような、そういう使い方な

のか。 

 

はい。今回の場合は入試の合否の判定をするためのデータが入っ

ている一番肝になるＵＳＢだった。 

合体すると今大げさに言ったが、データを入力するときに、入力

する担当者が分担して、仕事するときに、ＵＳＢがかつては利便性

が高かったので使っていたという背景はあるとは思う。 

 

松山委員がおっしゃるのもその通りだなと思う。20 年前の風景と

いう感じがする。根本的に、総務課ともよく相談をして整理してい

きたいと思う。 

ここには書いていないが、中川委員から「仮に情報が流出したと
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きには損害賠償まで行く話なので、そこはどうするんですか」みた

いな、そんな質問があった。答弁自体は、「そういった最悪の事態

を想定するのがリスクマネジメントなのでしっかり検討しておきま

す」で終わっているが、損害賠償もあり得る話か。 

 

あり得なくはないとは思うが、大企業とかでもこういう名簿的な

ものが漏れたときに、かつては、例えば 1 人 5000 円とか、1 人 1 万

円とかそのぐらいの程度で賠償したケースもあったと思うが、ここ

数年はそういうのも、お知らせで「漏れた可能性があります」みた

いなお便りが来て、賠償になっているのもあまりないと思う。 

 

個人のメールアドレスとか電話番号とかその程度の情報と、今回

は成績などの、かなり重いデータが入っているため、そういうこと

も考えなきゃだめかなと。 

 

ただ、それで具体的に損害が出るようなものかどうかでいうと、

おそらく裁判されたとしても、そんなに金額が上がるという種類の

ものではないかなとは思う。全くの私見だが。 

 

ありがとうございます。 

 

 

(2)  碧高等学校の校章デザイン及び制服について 

事務局から、碧高等学校の校章デザイン及び制服について報告があった。 

 

(3) 市町村立学校における校内生徒指導体制等の自己点検の結果について 

事務局から、市町村立学校における校内生徒指導体制等の自己点検の結果について報 

告があった。 

 

 以上で、公開分の日程を終了した。 
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非公開 

 

８ 公開分に引き続き、非公開と決定した議事に入った。 

 

９ 会議録（非公開分）の承認について 

第1186回教育委員会（定例会）会議録（非公開分）を承認した。 

 

10 審議議案 

 第36号議案 行政文書部分公開決定に係る審査請求に対する裁決について 

  事務局から、行政文書部分公開決定に係る審査請求に対する裁決について説明があり、 

審議の結果、原案どおり可決した。 

 

11 報告 

(1) 事務局職員等の人事異動について 

事務局から、事務局職員等の人事異動について報告があった。 

 

(2) 県立学校の教職員の人事異動について 

事務局から、県立学校の教職員の人事異動について報告があった。 

 
12 閉会 

午後２時17分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


